
銀行口座の通帳等を他人に

あげる、売ることは犯罪です!

１年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金
又はこれらの併科

に処されます。

銀行口座を他人にあげたり売ったりすると、

ぎんこうこうざ つうちょうとう たにん

はんざいう

タイトル（都道府県広報資料名称）

都道府県警察からの注意喚起用ひな型別 添
令和５年 第３９号
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